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■
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

に
つ
い
て 

（
住
民
課
）

保
険
料
は
、
前
納
（
１
年
分
・
６
か

月
分
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

①
１
年
分
、
あ
る
い
は
６
か
月
分
の

保
険
料
を
一
括
で
納
め
ら
れ
ま
す
。

②
前
納
す
る
と
保
険
料
が
割
引
に
な

り
ま
す
。

③
前
納
は
現
金
に
よ
る
納
付
の
ほ
か
、

口
座
振
替
も
で
き
ま
す
。

※
平
成　

年
４
月
以
降
に
国
民
年
金

１７

の
第
１
号
被
保
険
者
と
な
ら
れ
た
方

が
前
納
を
希
望
さ
れ
た
場
合
に
は
、

最
初
の
加
入
さ
れ
た
月
分
か
ら
年
度

末
の
３
月
分
ま
で
の
保
険
料
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
納
付
書
の
発
行
日
に
よ
っ

て
前
納
で
納
め
ら
れ
な
い
月
分
の
保

険
料
が
あ
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方

は
免
除
制
度
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
毎

年
申
請
が
必
要
で
す
）

【
経
済
的
に
困
難
な
と
き
は
申
請
免
除
】

○
保
険
料

　

全
額
免
除
ま
た
は
半
額
免
除

○
対
象
者

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
認

め
ら
れ
る
方

※
任
意
加
入
被
保
険
者
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

○
対
象
期
間　

７
月
か
ら
翌
年
６
月

○
年
金
額

　

全
額
免
除
期
間
分
→
１
／
３

　

半
額
免
除
期
間
分
→
２
／
３

【
学
生
な
ら
学
生
納
付
特
例
】

○
保
険
料　

全
額
を
猶
予

○
対
象
者

　

本
人
の
所
得
が
１
４
１
万
円
※
１

以

下
で
、
大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、

高
等
専
門
学
校
等
に
在
学
す
る　
２０

歳
以
上
の
学
生
※
２

の
方

※
１　

所
得
額
は
、
社
会
保
険
料
控

除
額
を
考
慮
し
た
お
お
よ
そ
の
目

安
で
す
。
扶
養
親
族
な
ど
が
い
る

場
合
、
そ
の
数
に
応
じ
て
加
算
さ

れ
ま
す
。

※
２　

夜
間
、
定
時
制
、
通
信
制
の

学
生
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

○
対
象
期
間　

４
月
か
ら
翌
年
３
月

【　

歳
未
満
な
ら
若
年
者
納
付
猶
予

３０

　
（
平
成　

年
４
月
実
施
）】

１７

○
保
険
料　

全
額
を
猶
予

○
対
象
者

　

本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

額
（
全
額
免
除
の
基
準
と
同
類
）

以
下
の
方

○
対
象
期
間

　

７
月
（
平
成　

年
度
は
４
月
）
か

１７

ら
翌
年
６
月

○
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

学
生
納
付
特
例
期
間
や
若
年
者
納

付
猶
予
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る

年
金
の
受
給
資
格
要
件
に
は
算
入

さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
。

　

学
生
納
付
特
例
期
間
及
び
や
若
年

者
納
付
猶
予
期
間
中
の
障
害
や
死

亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
に
は
、

満
額
の
障
害
基
礎
年
金
･
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

特
別
障
害
給
付
金
の
お
知
ら
せ 

　

年
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

１７○
特
別
障
害
給
付
金
制
度
創
設
の
趣

旨
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
制
度
の
発
展
過
程
に
お

い
て
生
じ
た
特
別
な
事
情
に
よ

り
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

し
て
い
な
い
障
害
者
の
方
に
対
し

て
福
祉
的
措
置
と
し
て
給
付
金
の

支
給
を
行
う
制
度
で
す
。

○
支
給
額
に
つ
い
て

　

１
級：

月
額
５
万
円

　

２
級：

月
額
４
万
円

・
所
得
に
よ
っ
て
支
給
制
限
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
老
齢
年
金
な
ど
を
受
給
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
支
給
制
限
が
あ
り
ま

す
。

・
支
給
額
は
、
毎
年
度
自
動
物
価
ス

ラ
イ
ド
が
あ
り
ま
す
。

○
事
務
の
開
始
日
に
つ
い
て

４
月
１
日
か
ら
で
す
。

給
付
金
の
支
給
は
、
請
求
書
を
受

付
し
た
と
き
の
翌
月
か
ら
と
な
り

ま
す
の
で
、
給
付
金
を
請
求
す
る

方
は
、
４
月
中
に
請
求
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

○
対
象
者
に
つ
い
て

・
平
成
３
年
３
月
以
前
の
国
民
年
金

任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た
学
生

・
昭
和　

年
３
月
以
前
の
国
民
年
金

６１

任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た
厚
生
年

金
、
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
た

方
の
配
偶
者

　

以
上
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い

な
か
っ
た
期
間
内
に
初
診
日
が
あ

り
、
現
在
、
障
害
基
礎
年
金
１
、

２
級
相
当
の
障
害
に
該
当
す
る
方

○
窓
口
に
つ
い
て

・
請
求
の
窓
口
は
、
住
所
地
の
市
町

村
役
場
で
す
。

・
障
害
認
定
の
審
査
、
支
給
事
務
は
、

社
会
保
険
事
務
局（
社
会
保
険
庁
）

で
行
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

下
館
社
会
保
険
事
務
所

　
�
０
２
９
６　

０
８
１
１

（２５）

ごかのごかの　　
  お知らせお知らせ

お
知
ら
せ

（№３５７）

まとめて納付（前納）すると
保険料がおトクになります�（平成17年度）

※保険料免除制度により、保険料の半額を納める場
合にも割引になります。

前納すると
80,820円

毎月納めると
81,480円

毎月納めると
162,960円 前納すると

160,070円

2,890円おトク

660円おトク

６か月分の保険料１年分の保険料

8.9 �

4.9 �

有料広告募集中
半枠 11,000 円
全枠 20,000 円
（全枠は、半枠が２つの大きさです）

※詳しくは、広報ごか平成17年１月号
17ページをご覧ください。


